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⽇本NPO学会会則

2017 年 3 ⽉ 26 ⽇総会承認

第 1章 総則

第 1条（名称）

本会の名称は、⽇本NPO学会（英語名：Japan NPO Research Association）と

する。

第 2条（⽬的）

本会は、NPO、NGO、ボランティア、フィランソロピーなど、⺠間⾮営利活

動に関する研究及び活動成果の発表と交流、教育の普及を⾏い、もって社会に

貢献することを⽬的とする。

第 3条（事業）

本会は次の事業を⾏う



2

（1）研究会、研究⼤会及び講演会の開催

（2）機関誌、会員の研究成果の刊⾏及び配付

（3）学会賞の選考及び授与

（4）研究と教育の発展を図るための国際交流

（5）そのほか本会の⽬的を達成するために必要な事業

第 2章 会員

第 4条（会員）

1 本会の会員は、次の 2種類とする。

（1）正会員 本会の⽬的に賛同して⼊会した個⼈

（2）賛助会員 本会の事業を賛助するために⼊会した個⼈⼜は団体

2 会員に関する細則は、会員総会の承認を得て別に定める。
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第 5条（正会員の⼊会）

正会員として⼊会しようとするものは、⼊会届を会⻑に提出し、理事会の承認

を受けなければならない。

第 6条（賛助会員の⼊会）

賛助会員として⼊会しようとする者は、⼊会届を会⻑に提出し、理事会の承認

を受けなければならない。

第 7条（会費）

1 会員は、会員細則に定める会費を納⼊しなければならない。

2 会員が納⼊した会費は、その理由を問わず、これを返還しない。

第 8条（会員資格の喪失）

正会員及び賛助会員は、退会届を会⻑に提出し任意に退会することができるほ

か、以下の事由によってその資格を喪失する。

（1）死亡（団体の場合は解散）
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（2）3年以上の会費の滞納

（3）総会において除名を決定した場合

第 9条（懲戒）

1 会員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、理事会の決議によって、

当該会員を懲戒することができる。ただし、除名する場合は、理事会

の決議に加え、総会において出席会員の3分の2以上の決議がなければ

ならない。また、当該会員に対し、総会で決議する前に弁明の機会を

与えなければならない。

（1）法令⼜は本会則若しくは本会の定める規則等に違反したとき。

（2）本会の名誉⼜は信⽤を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をするなど、

会員としての品位を損なう⾏為をしたとき。

（3）その他懲戒すべき正当な事由があるとき。

2 会員を除名する場合は、理事会の決議に加え、総会において正会員総数

の３分の２以上の決議がなければならない。また、当該会員に対し、

総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
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3 除名以外の懲戒の種別並びに除名等の懲戒⼿続きに関して必要な細則は、

理事会において別に定める。

第 3章 総会

第 10条（定時総会）

1 本会は、毎年⼀回定時総会を開催する。

2 総会は、正会員をもって構成する。

3 総会は、本会則で定める以下のもののほか、解散その他の本会の運営に

関する重要事項について議決する。

（1）本会則の変更

（2）会員の除名

（3）事業報告及び収⽀決算の承認

（4）役員の選任⼜は解任

（5）会員細則の制定及び改廃
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（6）顧問の選任⼜は解任

第 11条（臨時総会）

次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。

（1）理事会が必要と認めたとき。

（2）正会員の 5分の 1以上から会議の⽬的を記載した書⾯によって開

催の請求があったとき。

（3）第１７条第５項２号の規定に基づき監事より開催の請求があった

とき

第 12条（総会の招集）

1 総会は、会⻑が招集する。

2 前条 2号⼜は 3号により招集の請求があった場合は、会⻑はその⽇から

50 ⽇以内に臨時総会を開催しなければならない。

3 総会を招集するときは、⽇時、場所、審議事項を記載した書⾯をもって、

少なくとも 20 ⽇前までに通知しなければならない。
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第 13条（議⻑）

総会の議⻑は、会⻑が⾏う。会⻑に事故あるときは副会⻑が⾏い、副会⻑に事

故あるときは総会において選任した者が⾏う。

第 14条（議決）

1 総会の議決事項は、本会則に特に定めがない限り、出席正会員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところとする。

2 正会員総数の３分の２以上をもって決する議決事項においては、正会員

は他の正会員を代理⼈とする議決権の⾏使、書⾯による議決権の⾏使

または電磁的⽅法による議決権の⾏使ができる。可否同数のときは、

議⻑の決するところとする。

3 前２項の場合において、議⻑は正会員として議決に加わることができな

い。
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第 15条（議事録）

総会の議事については、議事録を作成し、議⻑及び総会において選定された議

事録署名⼈２名の合計３名が記名捺印する。

第 4章 役員

第 16条（役員）

1 本会に、理事 15 名以上 25 名以内、監事 1名以上 2名以内を置く。

2 理事のうち、各 1名を会⻑及び副会⻑とし、必要により常務理事若⼲名

を置くことができる。

第 16条の 2（選任等）

1 理事は、第２項に規定する理事候補者選挙管理委員会が提出する理

事候補者の中から、総会における決議によって選任する。

2 理事候補者の選出⼿続きは、理事３名以上からなる選挙管理委員会
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を設けてこれを実施するものとし、選挙の⼿続きに関して必要な細則は、

理事会において別に定める。

3 会⻑、副会⻑及び常務理事は理事会の互選により選定する。

4 監事は、理事会がこれを推薦し、総会の承認を得て選任する。

第 17条（役員の職務）

１ 会⻑は、本会を代表し、その業務を統括する。

２ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、⼜は会⻑が⽋け

たときは、その職務を代⾏する。

３ 常務理事は学会の業務を分担する

４ 理事は、理事会を構成し、本会則及び理事会の議決に基づき、本会

の業務を執⾏する。

５ 監事は、理事会に出席するとともに、次に掲げる職務を⾏う。

（１）理事の業務執⾏の状況及びこの本会の財産の状況を監査する。

（２）業務⼜は財産に関し不正の⾏為⼜は法令若しくは会則定款に違

反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを総会
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に報告する。報告をするため必要がある場合には、会⻑に総会

の招集を請求することができる。

（３）理事の業務執⾏の状況⼜は本会の財産の状況について、理事に

意⾒を述べ、必要があれば会⻑に理事会の招集を請求すること

ができる。

第 18条（役員の任期）

１ 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。ただし連続４

期務めることはできない。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時総会終結の時までとし、ただし連続２期務めることはで

きない。

３ 前 2項において、前任者の任期の末⽇において後任の役員が選出さ

れていないときは、前任者は、任期満了後においても、新役員就任のと

きまでその職務を⾏わなければならない。
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第 19条（役員の任期）

役員が、何らかの事由によってその職務の執⾏ができないと認められるとき、

⼜は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったときその

他正当な事由があるときは、事前の弁明の機会を与えた上で、総会の議決によ

り、これを解任することができる。

第 20条（解任）

1 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会⻑が推薦して総会において承認する。

3 顧問は、本会の活動について助⾔を⾏う。

4 顧問の解任については前条の規定を適⽤する。

第 21条（報酬等）

1 役員及び顧問は、無報酬とする。

2 役員及び顧問には、その職務を執⾏するために要した費⽤を弁償す



12

ることができる。

第 5章 理事会

第 22条（構成）

1 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会の議⻑は，出席理事の意⾒を聞いたうえで理事会への第1項に

定める構成員以外の者の出席を認めることができる。

第 23条（権能）

理事会は、本会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

（1）総会に付議するべき事項

（2）総会の議決した事項の執⾏に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない業務の執⾏に関する事項
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第 24条（開催）

1 理事会は、会⻑が必要と認めたとき⼜は理事総数の 5 分の 1 以上の

理事から会議の⽬的を記載した書⾯によって開催の請求があったときに、

会⻑⼜は請求した理事が招集して開催する。

2 第１７条第５項第３号の規定に基づき監事から会議の⽬的を記載し

た書⾯によって開催の請求があったとき、会⻑は理事会を招集しなけれ

ばならない。

第 25条（議⻑）

理事会の議⻑は、会⻑が当たる。会⻑に事故あるとき⼜は不在のときは副会⻑

が⾏い、副会⻑に事故あるとき⼜は不在のときは、理事会において選任した者

が⾏う。

第 26条（議決等）

1 理事会の議決は、理事現在数の過半数の理事が出席し、出席理事の

過半数をもって決する。可否同数のときは、議⻑の決するところとする。
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2 やむをえず理事会を⽋席する理事は、他の理事を代理⼈として表決

を委任することができる。この場合における前項の規定については、そ

の理事は出席したものとみなす。

3 理事会の議事については、議事録を作成し、議⻑及び理事会におい

て選任された議事録書名⼈２名の合計３名が記名押印する。

4 理事会の議決について、特別利害関係を有する理事は、その議事の

議決に加わることができない。

第 27条（電⼦メール等による決議）

1 会⻑が、理事会において審議決定すべき議案で、かつ早急な理事会

の招集が困難と判断した場合、理事及び監事全員が参加するメーリング

リストその他理事及び監事全員が同時に意⾒を表明できる⽅法（以下

「電⼦メール等」という）によって会⻑が議案を上程し、審議すること

ができる。

2 電⼦メール等による理事会決議に関して必要な細則は、理事会にお

いて別に定める。
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第 6章 学会賞

第 28条（学会賞）

1 本会は、本会の⽬的に沿う研究の奨励及び業績を表彰するために学

会賞を授与する。

2 学会賞に関して必要な細則は、理事会において別に定める。

第 7章 会計及び事業計画

第 29条（事業計画及び予算）

本会の事業計画及び予算は、理事会が決定して定時総会において報告するもの

とする。
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第 30条（事業報告書及び決算）

会⻑は、毎事業年度終了後 3箇⽉以内に、事業報告書、貸借対照表、収⽀計算

書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第 31条（事業年度）

本会の事業年度は、毎年 4⽉ 1⽇に始まり、翌年の 3⽉ 31 ⽇に終わる。

第 31条の 2（情報公開）

1 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営

内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な細則は、理事会において別に定める。

第 8章 会則の変更及び解散
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第 32条（会則の変更）

本会則の変更は、総会において出席正会員の 4 分の 3以上の議決を経なければ

ならない。

第 32条の 2（解散）

本会の解散は、総会において正会員総数の３分の２以上の議決を経なければな

らない。

第 9章 事務局および各種委員会

第 33条（事務局）

1 本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。

2 事務局には、事務局⻑その他の所要の職員を置くことができる。

3 事務局⻑は、理事会の承認を得て会⻑がこれを任免する。

4 事務局の組織および運営に関して必要な細則は、理事会において別
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に定める。

第 34条（各種委員会）

1 本会の事業を遂⾏するため、組織運営委員会、学術研究委員会、⼤

会運営委員会、編集委員会、及び学会賞選考委員会を置き、必要に応じ

てその他の委員会を理事会の決議により設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会の決議により会⻑が任命する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な細則は、理事会において別に

定める。

第 10章 細則

第 35条（細則）

本会の事業の執⾏に必要な細則は、理事会において別に定める。
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付則

1 この改正会則は、2017 年 3年 26 ⽇から施⾏する。
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